
名 称 変 更

住 所 変 更

休       業

解       散

閉       鎖

送付先変 更

２.

３.

４.

５.

６.

特別徴収義務者の 届出書

給
　
与
　
支
　
払
　
者

（

特
別
徴
収
義
務
者
）

休業（    　　年　　月　　日）・ 解散（    　　年　　月　　日）・ 閉鎖（    　　年　　月　　日）

備　　考

氏名

電話番号

フリガナ

名　　称

フリガナ

所 在 地

１.

変更年月日

　※上記の異動事由を○で囲んでください。また誤読をさけるためフリガナは必ずつけてください。

名　　称
印

法人番号
又は個人番号 電話

変　　　　　更　　　　　前 変　　　　　更　　　　　後

連絡者の氏名
及び電話番号

所 在 地

美 唄 市 長

  　 年 　月　 日提出

特別徴収義務者
指 定 番 号



１．異動が令和8年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和9年5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額(ｳ)以下であるため

３．死亡による退職であるため

所　在　地

〒

受給者番号

電
　

話 内線（　　 　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

円

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収
異動後の
住 所

年

月

法 人 番 号
特別徴収義務者
指　定　番　号

日 円

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

１．必要　２．不要

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和8年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和9年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

担

当

者

連

絡

先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ

氏名又は名称

月

受給者番号

新規

１月１日
現在の住所

異動後の未徴収
異  　動
年 月 日徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）

１．

２．

３．

（ア） （イ） （ウ）

月から

月まで

退 職
転 勤
休 職 ・ 長 欠
死 亡
支 払 少 額 ・ 不 定 期
合 併 ・ 解 散
そ の 他

１ ．
２ ．
３ ．
４ ．
５ ．
６ ．
７ ．

税額の徴収方法

日円 円

特別徴収税額
（年税額）

月から

月まで

異　動　の　事　由

氏　名

生年月日 年 　 　　月 　 　　日　

個人番号

〒 特別徴収義務者
指　定　番　号

美唄市長 宛 名 番 号

フリガナ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称 氏 名
令和　　年　　月　　日提出 

電 話
内線（　　 　　）

個人番号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
左端を空欄とし右詰めで記載

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

※異動が生じた際は、記載要領および記載例を一読のうえ、すみやかに提出してください。

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 年 度 １．現年度　　２．新年度 　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地

( 本 人 納 付 )

１．特別徴収継続の場合
新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

右から

番号を

記入

（

）

（別紙１）



記載要領
１

２

３

４

５

６
７

８

９

10

11
12
13
14

　給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
　この届出書は、市町村長に提出した給与支払報告書に記載された者のうち特別徴収税額がない者で、４月１日現在において給与の支払を受けなくなった者
がある場合に４月15日までに関係市町村長に提出してください。
　特別徴収に係る給与所得者異動届出書
　この届出書は、給与の支払を受けている者で、特別徴収税額のある給与の支払を受けなくなった場合にその受けなくなった日の属する月の翌月の10日まで
に関係市町村長に提出してください。ただし、４月２日から５月31日までの間に給与の支払を受けなくなった者の市町村民税をその年度から新たに特別徴収
の方法によって徴収すべき市町村長に対する届出書は、その市町村長から特別徴収税額の通知があった日の属する月の翌月の10日までに提出してください。
　「給与支払者（特別徴収義務者）」欄中の「個人番号又は法人番号」欄には、給与支払者（特別徴収義務者）の個人番号（行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）
を記載してください。なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文字空けて記載してください。
　「給与支払者（特別徴収義務者）」欄中の「特別徴収義務者指定番号」欄には、届出書を提出する関係市町村長により指定された特別徴収義務者指定番号
を記載してください。
　「給与支払者（特別徴収義務者）」欄中の「宛名番号」欄には、この届出書に記載した給与所得者について、その特別徴収税額の通知書に記載された宛名
番号を記載してください。
　「給与所得者」欄中の「個人番号」欄には、給与所得者の個人番号を記載してください。
　「給与所得者」欄中の「受給者番号」欄には、この届出書に記載した給与所得者について、その特別徴収税額の通知書に記載された受給者番号を記載して
ください。
　「異動後の住所」欄には、異動後の住所を記載してください。異動後の住所が不明なときは、給与の支払を受けなくなった当時の住所を記載してください。

　「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄は、次の要領により記載してください。
(1)　給与の支払を受けなくなった者が、新しい勤務先において特別徴収の継続を希望する場合には、枠内に「１」と番号を記入するとともに、「１．特別徴
収継続の場合」欄に必要事項を記載してください。
(2)　退職後令和9年５月31日までに支払われる給与又は退職手当等から未徴収税額を一括徴収する場合には、枠内に「２」と番号を記入するとともに「２．
一括徴収の場合」欄に必要事項を記載してください。（注　令和9年１月１日から４月30日までの間に、退職等により給与の支払を受けなくなった場合には、
本人から一括徴収の申出がなくとも必ず一括徴収しなければなりません。）
(3)　(1)又は(2)に該当しない場合には、枠内に「３」と番号を記入するとともに、「３．普通徴収の場合」欄に、その理由を同欄に掲げているものから選び、
該当する番号を枠内に記入してください。（注　同欄に掲げている理由に該当しない場合は、新しい勤務先において特別徴収の継続の申出がある場合を除き、
特別徴収義務者は、必ず一括徴収しなければなりません。）
　「１．特別徴収継続の場合」欄中の「特別徴収義務者指定番号」欄には、届出書を提出する関係市町村長により指定された特別徴収義務者指定番号を記載
してください。これまでに同市町村長から指定されたことがない場合にあっては、「新規」を○で囲んでください。
　「１．特別徴収継続の場合」欄中の「納入書の要否」欄には、「特別徴収義務者指定番号」欄の「新規」を○で囲んだ場合にのみ記載してください。
　「２．一括徴収の場合」欄中の「徴収予定月日」欄には、一括徴収の対象となる給与又は退職手当等の支給月日を記載してください。
　※印の欄は、記載しないでください。
  様式中右上の年度欄について、現年度の異動の場合は「１．現年度」を、新年度の異動の場合は「２．新年度」を〇で囲んでください。現年度及び新年度
の両方が異動の対象となる場合は「３．両年度」を〇で囲んでください。(例:給与支払報告書で特別徴収として報告していた人が３月末で退職となり、現年
度の４月・５月分及び６月以降の新年度分が普通徴収になる場合→「３．両年度」に〇をつけてください。)



#

１．異動が令和8年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和9年5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額(ｳ)以下であるため

３．死亡による退職であるため

120,000

月 日 円

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

１．必要　２．不要

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和8年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和9年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

例田 太郎フリガナ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾎｯｶｲ ｻｯﾎﾟﾛｼﾃﾝ 受給者番号 1234

氏名又は名称 株式会社　北海　札幌支店 電
　

話
011-048-0219
          内線（ 1111　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

氏
　

名

( 本 人 納 付 )50,000 70,000 1

１．特別徴収継続の場合

新しい勤務先へは、月割額10,000円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号 1 0 0

所　在　地

〒123-4567
札幌市藻岩区北2条西20丁目8番24号 担

当

者

連

絡

先

所
　

属
総務課

30 1 2 94 5 6 7 8

1 １．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

6 月から

月まで

11 月から

月まで

R8 年

10 5
10 月

2
１ ．
２ ．
３ ．
４ ．
５ ．
６ ．
７ ．

退 職
転 勤
休 職 ・ 長 欠
死 亡
支 払 少 額 ・ 不 定 期
合 併 ・ 解 散
そ の 他

日円 円

異動後の未徴収
異  　動
年 月 日生年月日 １９９×年 １月 １日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
8 9 1 0

税額の徴収方法

個人番号 0 1 2 3 4 5 6 7

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ ビバイ  レイコ

異　動　の　事　由
氏　名 美唄  例子

0 2 0 0 1 2

（ア） （イ） （ウ）

受給者番号 14

１月１日
現在の住所 美唄市沼貝4条8丁目2番14号

円
異動後の
住 所

札幌市藻南区南郷通17丁目9番
11号

0126-48-0214
         内線(9999)

個人番号
又は法人番号 0 0 1 5 7  ←個人番号の記載に当たっては、

左端を空欄とし右詰めで記載

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収

美唄市長 

 令和8年10月10日提出 

に係る給与所得者異動届出書
年 度 １．現年度　　２．新年度 　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒072-8660
北海道美唄市西3条南1丁目1番1号

特別徴収義務者
指　定　番　号 60000001

宛 名 番 号 123456
フリガナ  ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ     ﾋﾞﾊﾞｲ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属 総務課

氏名又は名称 株式会社　びばい 氏 名 例野 花子

電 話9 0

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

右から

番号を

記入
1

（

）

１１

転勤等により新しい勤務先で

特別徴収の継続を希望する場合

（別紙１）



#

１．異動が令和8年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和9年5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額(ｳ)以下であるため

３．死亡による退職であるため

120,000

月 28 日 40,000 円

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

１．必要　２．不要

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和8年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和9年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

2

フリガナ
受給者番号

氏名又は名称 電
　

話 内線（　　 　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

氏
　

名

( 本 人 納 付 )80,000 40,000 14

１．特別徴収継続の場合
新しい勤務先へは、月割額　　　　　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

2 １．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

6 月から

月まで

2 月から

月まで

R9 年

1 5
2 月

1
１ ．
２ ．
３ ．
４ ．
５ ．
６ ．
７ ．

退 職
転 勤
休 職 ・ 長 欠
死 亡
支 払 少 額 ・ 不 定 期
合 併 ・ 解 散
そ の 他

日円 円

異動後の未徴収
異  　動
年 月 日生年月日 １９９×年 １月 １日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
8 9 1 0

税額の徴収方法

個人番号 0 1 2 3 4 5 6 7

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ ビバイ  レイコ

異　動　の　事　由
氏　名 美唄  例子

0 2 0 0 1 2

（ア） （イ） （ウ）

受給者番号 14

１月１日
現在の住所 美唄市沼貝4条8丁目2番14号

円
異動後の
住 所

札幌市藻南区南郷通17丁目9番
11号

0126-48-0214
            内線(9999)

個人番号
又は法人番号 0 0 1 5 7  ←個人番号の記載に当たっては、

左端を空欄とし右詰めで記載

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収

美唄市長 

令和8年2月22日提出 

に係る給与所得者異動届出書
年 度 １．現年度　　２．新年度 　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒072-8660
北海道美唄市西3条南1丁目1番1号

特別徴収義務者
指　定　番　号 60000001

宛 名 番 号 123456
フリガナ  ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ     ﾋﾞﾊﾞｲ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属 総務課

氏名又は名称 株式会社　びばい 氏 名 例野 花子

電 話9 0

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

右から

番号を

記入

（

）

2 ２

退職等により特別徴収の未徴収額を

一括徴収する場合

（別紙１）

この方の給与支払報告書が特別徴収で提出されている場合、

「1.現年度」のみが指定されていると、新年度は特別徴収のま

まとなりますので、ご注意ください。



#

１．異動が令和8年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和9年5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額(ｳ)以下であるため

３．死亡による退職であるため

120,000

月 日 円

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

１．必要　２．不要

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和8年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和9年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

フリガナ
受給者番号

氏名又は名称 電
　

話 内線（　　 　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

氏
　

名

( 本 人 納 付 )50,000 70,000 14

１．特別徴収継続の場合
新しい勤務先へは、月割額　　　　　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

3 １．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

6 月から

月まで

11 月から

月まで

R8 年

10 5
10 月

1
１ ．
２ ．
３ ．
４ ．
５ ．
６ ．
７ ．

退 職
転 勤
休 職 ・ 長 欠
死 亡
支 払 少 額 ・ 不 定 期
合 併 ・ 解 散
そ の 他

日円 円

異動後の未徴収
異  　動
年 月 日生年月日 １９９×年 １月 １日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
8 9 1 0

税額の徴収方法

個人番号 0 1 2 3 4 5 6 7

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ ビバイ  レイコ

異　動　の　事　由
氏　名 美唄  例子

0 2 0 0 1 2

（ア） （イ） （ウ）

受給者番号 14

１月１日
現在の住所 美唄市沼貝4条8丁目2番14号

円
異動後の
住 所

札幌市藻南区南郷通17丁目9番
11号

0126-48-0214
        内線(9999)

個人番号
又は法人番号 0 0 1 5 7  ←個人番号の記載に当たっては、

左端を空欄とし右詰めで記載

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収

美唄市長 

令和8年10月22日提出 

に係る給与所得者異動届出書
年 度 １．現年度　　２．新年度 　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒072-8660
北海道美唄市西3条南1丁目1番1号

特別徴収義務者
指　定　番　号 60000001

宛 名 番 号 123456
フリガナ  ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ     ﾋﾞﾊﾞｲ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属 総務課

氏名又は名称 株式会社　びばい 氏 名 例野 花子

電 話9 0

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

右から

番号を

記入

（

）

１

退職等により普通徴収に切り替える場合

（別紙１）

この方の給与支払報告書が特別徴収で提出されている場合、

「1.現年度」のみが指定されていると、新年度は特別徴収のま

まとなりますので、再雇用・再任用の予定がない場合は[記載

例5]を参考に記載してください。



#

１．異動が令和8年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和9年5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額(ｳ)以下であるため

３．死亡による退職であるため

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 年 度 １．現年度　　２．新年度 　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒072-8660
北海道美唄市西3条南1丁目1番1号

特別徴収義務者
指　定　番　号 60000001

美唄市長 宛 名 番 号 123456
フリガナ  ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ     ﾋﾞﾊﾞｲ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属 総務課

氏名又は名称 株式会社　びばい 氏 名 例野 花子令和8年12月25日提出 

電 話個人番号
又は法人番号 9 0 0 0 1 5 7  ←個人番号の記載に当たっては、

左端を空欄とし右詰めで記載

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ ビバイ  レイコ

異　動　の　事　由
氏　名 美唄  例子

0 2 0 0 1 2

（ア） （イ） （ウ）

受給者番号 14

１月１日
現在の住所 美唄市沼貝4条8丁目2番14号

円
異動後の
住 所

札幌市藻南区南郷通17丁目9番
11号

0126-48-0214
         内線(9999)

異動後の未徴収
異  　動
年 月 日生年月日 １９９×年 １月 １日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
8 9 1 0

税額の徴収方法

個人番号 0 1 2 3 4 5 6 7

3 １．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

月から

月まで

月から

月まで

R8 年

5 月

1
１ ．
２ ．
３ ．
４ ．
５ ．
６ ．
７ ．

退 職
転 勤
休 職 ・ 長 欠
死 亡
支 払 少 額 ・ 不 定 期
合 併 ・ 解 散
そ の 他

日円 円 ( 本 人 納 付 )31

１．特別徴収継続の場合
新しい勤務先へは、月割額          円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ

受給者番号

氏名又は名称 電
　

話 内線（　　 　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

１．必要　２．不要

に係る給与所得者異動届出書

月 日 円

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和8年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和9年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

右から

番号を

記入
1

（

）

給与支払報告書を特別徴収で提出した後に

退職となり、再雇用等の予定もない場合

（別紙１）



長

　    年 　月　 日提出

＊全 額 未 納

＊ １ 期 ま で 納 付 済

普 通 徴 収 分
納 税 通 知 書 番 号

個 人 番 号

特別徴収義務者

個人番号
又は法人番号

普通徴収から特別徴収への切替申請書
（別紙２）

給
 
与
 
所
 
得
 
者

１ 月 １ 日 現 在
の 住 所

現 住 所

給
　
与
　
支
　
払
　
者

（

特
別
徴
収
義
務
者
）

フ リ ガ ナ

氏 名

美唄市 指 定 番 号

氏名

電話

連絡者の氏名
及び電話番号

所 在 地

名称

3.締切日後の提出は翌月扱いとなるため、その間に納期限が過ぎた普通徴収の期割分は特別徴収できません。

【注意事項】

2.納期限が過ぎている普通徴収の期割分は特別徴収できませんのでご本人に納付いただくこととなります。

生 年 月 日 年          月           日

1.記載例を一読のうえ、記入してください。

　【　　　】月分（　　　月　　　日納期限分）

２. 本人（給与所得者）から特別徴収にする希望があったため

３. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１.     　　年　　月　　日付入社のため

【提出締切日】(郵送必着)
 ・毎月15日まで
   (4月～6月、12月の締切は以下になります)
  ［ 4月・6月：20日   5月：31日   12月：10日 ］
※締切日以降の提出は翌月提出扱いとなります。

＊ ２ 期 ま で 納 付 済

＊ ３ 期 ま で 納 付 済

※重複納付を防ぐため上記の納付状況を必ず記入
してください。

申
請
理
由

特別徴収開始月



普通徴収から特別徴収に切替える場合

所 在 地

電話

指 定 番 号
特別徴収義務者

連絡者の氏名
及び電話番号

氏名

長

令和8年9月4日提出

4

普通徴収から特別徴収への切替申請書

給
　
与
　
支
　
払
　
者

（

特
別
徴
収
義
務
者
）

個人番号
又は法人番号

名称

＊全 額 未 納

給
 
与
 
所
 
得
 
者

普 通 徴 収 分
納 税 通 知 書 番 号

個 人 番 号

フ リ ガ ナ

氏 名

ビバイ　レイコ

17

美唄　例子

02 3 85 90 1 6

【提出締切日】(郵送必着)
 ・毎月15日まで
   (4月～6月、12月の締切は以下になります)
  ［ 4月・6月：20日   5月：31日   12月：10日 ］
※締切日以降の提出は翌月提出扱いとなります。

　【　9　】月分（　10月 13日納期限分）

＊ ２ 期 ま で 納 付 済

＊ ３ 期 ま で 納 付 済

１. 令和8年9月1日付入社のため
※重複納付を防ぐため上記の納付状況を必ず記入
してください。２. 本人（給与所得者）から特別徴収にする希望があったため

特別徴収開始月

現 住 所

申
請
理
由 ３. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１ 月 １ 日 現 在
の 住 所 ＊ １ 期 ま で 納 付 済美唄市沼貝4条8丁目2番14号

同上

納期限を過ぎている普通徴収の期割分に

ついては特別徴収に移行できませんので、

ご本人に納付いただくこととなります。



令和 年 月 日

㈱ゆうちょ銀行 本・支店⾧様
郵便局⾧　様

　貴局を、地方税法第３２１条の５第４項の規定に基づき、当市の市民税
道民税特別徴収税額払込取扱局に指定しましたので、通知いたします。

記

1. ０２８９０－８－９６００９７

2. 美唄市会計管理者

3. 小樽貯金事務センター

（北海道美唄市　→　特別徴収義務者　→　払込取扱局）

北 海 道 美 唄 市 ⾧

指  定  通  知  書

口 座 番 号

加 入 者 名

と り ま と め



令和 年 月 日

あて

　北海道美唄市の市民税道民税特別徴収税額の払込取扱局指定のため、
次の郵便局等へ指定通知書を提出いたしました。

記

（特別徴収義務者　→　北海道美唄市）

所在地

北海道美唄市⾧

特別徴収義務者
所 在 地 ・ 名 称

指 定 番 号

指定通知書の提出について

名　称 ㈱ゆうちょ銀行
本店・支店

郵便局



様式第116号の5

年 月 日

　(宛先)　美唄市長

特別徴収義務者（給与支払者）

〒

㊞

美唄市税条例第50条の3の規定により特別徴収税額の納期の特例について承認を受けたいので申請します。

円

特別徴収義務者
指 定 番 号
法 人 番 号
又 は 個 人 番 号

連 絡 先 担 当 者 氏名 電話

市民税・道民税特別徴収税額の納期の特例申請書

住所又は所在地

氏 名 又 は 名 称

代 表 者 職 氏 名

納期の特例の適用を
受けようとする税額

年　　　月以降に徴収する市民税・道民税特別徴収税額

　　最近６ヶ月間における
　　月別の支払いを受ける
　　者の人員及び当該給与
　　の金額の明細

常時給与の支払いを受ける者 臨時雇用者

人員 給与の支払総額 人員 給与の支払総額

人 円
月分

　　　　美唄市以外から
　　　　勤務している者
　　　　を含みます。

年

年
人 円

月分

年

月分

年

月分

年

月分

年

月分

滞納の理由

　　　　現在、市税の滞納
　　　　がある場合の滞納
　　　　税額等の内訳

税目 年度 期別 滞納税額

月 日承認取消）　・ 無

備　　　　　考

申請の日前１年以内に納期の特例の承認を
取り消されたことの有無及び取り消し年月日

有 （ 年



様式第116号の6

年 月 日

　(宛先)　美唄市長

特別徴収義務者（給与支払者）

〒

㊞

美唄市税条例第50条の4の規定により特別徴収税額の納期の特例について下記のとおり届出します。

1 給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなったため

２ その他 ( )

（注意事項）

1

２

代 表 者 職 氏 名

市民税・道民税特別徴収税額の納期の特例の要件を
欠いた場合の届出書

住 所 又 は 所 在 地

氏 名 又 は 名 称

特 別 徴 収 義 務 者
指 定 番 号
法 人 番 号
又 は 個 人 番 号

連 絡 先 担 当 者 氏名 電話

〈例〉　この届出書を提出した日が3月の場合の納期限
12～2月分⇒4月10日まで　　3月分⇒4月10日まで　　4～5月分⇒翌月10日まで

備　　　　　考

　この届出書を提出した場合には、提出日の属する納期の特例の期間から納期の特例の承認の効
力が失われることになります。

※給与の支払を受ける者が再度常時10人未満となったことにより、納期の特例の承認を
受けようとする場合は、改めて申請が必要になります。

　この届出書を提出した場合には、提出日の属する月分以前に特別徴収した税額はその
提出日の翌月の10日までに納入し、その後に特別徴収した金額は通常の納期限に納入して
いただくことになります。



円

　　年　　月　　日

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

退職者の
氏　　名

退職者の

電話番号

年

円

円

納 入 月

円

備　　考

合　　計

義務者名

　　年　　月　　日

市 長

特別徴収

美 唄 美 唄

退職所得の個人別明細書

勤続年数

支 払 額

市 長

道 民 税

合　　計

市 民 税 円

円

円

年

退職所得の個人別明細書

勤続年数

支 払 額

市 民 税

住所及び

円

道 民 税
税　　額

電話番号

備　　考

退職者の
氏　　名

税　　額

退職者の

電話番号

住所及び

特別徴収

納 入 月

連絡者の

氏名及び

特別徴収
指定番号

特別徴収
義務者名

日

特別徴収
指定番号

特別徴収

年 月

氏名及び

電話番号

年 月 日

連絡者の



特別徴収納税通知の受取方法等変更届出書

給
　
与
　
支
　
払
　
者

（

特
別
徴
収
義
務
者
）

所 在 地
特別徴収義務者
指 定 番 号

美唄市 長

連絡者の氏名
及び電話番号

所属

名称
　    年 　月　 日提出 氏名

個人番号
又は法人番号 電話

納税義務者用 電子データ(正本) 書面(正本) 電子データ(正本)

変更前 変更後

書面(正本)

特別徴収義務者用 電子データ(正本) 書面(正本) 電子データ(正本) 書面(正本)

通知先メールアドレス

変更依頼月※ 令和        年        月分通知より変更

※年度ではなく実際に通知を希望する月分を記載してください。
  新年度の特別徴収税額決定通知から変更を希望する場合は「5月分」となります。

【提出締切日】  (締切日以降の提出は翌月扱い。郵送必着)

・毎月15日まで(5月は31日・12月は10日まで)
・5月送付の特別徴収税額決定通知における変更は4月15日締切となります。


